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教 育 委 員 会 規 則

市町村立学校職員の旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

島根県教育委員会規則第６号

市町村立学校職員の旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則

市町村立学校職員の旅費に関する条例施行規則（昭和27年島根県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正す

る。

「

自宅等宿泊・自家用自動車使用 申請者職氏名 印

第１号様式その１中 を

」

「

自宅等宿泊・自家用自動車使用 申請者職氏名

に改める。

」

第１号様式その２中 を に改める。
「年 月 日 「年 月 日

 」 」

「旅行命令簿確認済印

第２号様式その１中 及び「 」を削る。
校 長

職 印

」

第２号様式その２中「 」を削る。

「旅行命令簿確認済印

第３号様式その１中 及び「 」を削る。
校 長

職 印

」

第３号様式その２から第５号様式までの様式中「 」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の市町村立学校職員の旅費に関する条例施行規則の規定により作成した用紙でこの規則の施行

の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

職員及び職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

号外第52号 島 根 県 報 令和５年３月31日
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島根県教育委員会規則第７号

職員及び職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則

職員及び職員の職の設置に関する規則（昭和31年島根県教育委員会規則第20号）の一部を次のように改正する。

第２条中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。

別表中「企画員」及び「サブリーダー」を削り、「副課長」を に改める。
「副課長

主査 」

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

市町村立学校の教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

島根県教育委員会規則第８号

市町村立学校の教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

市町村立学校の教職員の給与に関する規則（昭和32年島根県教育委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。

第８条第１項中「５年を超える年数」の次に「（決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない者で教

育委員会の定めるものについては、教育委員会の定める年数）」を、「もの」の次に「（決定された職務の級の号給が初

任給基準表に定められていない者で教育委員会の定めるものを含む。）」を、「年数を超える年数」の次に「（決定され

た職務の級の号給が初任給基準表に定められていない者で教育委員会の定めるものについては、教育委員会の定める年

数）」を加える。

附則に次の１項を加える。

（条例附則第10項の規定の適用を受ける教育職員に対する通知）

21 条例附則第10項の規定の適用により給料月額が異動することとなった教職員に対しては、文書によりその旨を通知す

るものとする。ただし、文書の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって文書の交付に代える

ことができる。

別表第２の３備考に次のように加える。

３ 教育委員会の定める者に対する本表の適用については、当分の間、職務の級２級欄に掲げる必要経験年数は、「高

校卒業程度」にあっては７年とする。

４ 教育委員会の定める者に対する本表の適用については、当分の間、職務の級３級欄に掲げる必要経験年数は、「高

校卒業程度」にあっては11年とする。

別表第６の３備考に次のように加える。

３ 学校事務職員（経験者）採用選考試験の結果に基づいて教職員となった者の初任給の号給は、別に定めるところに

よる。

別表第９の４中「同 平田中学校」を削る。

「同 赤江小学校 「同 島田小学校 「大田市立長久小学
「同 朝陽小学校

同 広瀬小学校」 同 赤江小学校」 同 久手小学
別表第９の５中 を に、 同 出東小学校 を

大田市立長久小学校」

校 「同 西益田小学校 「出雲市立浜山中学
に、「同 西益田小学校」を に、「出雲市立浜山中学校」を

校」 津和野町立津和野小学校」 同 平田中学

に、「浜田市立第三中学校」を に改める。
校 「浜田市立第二中学校

校」 同 第三中学校」
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別表第10の３中「大田市立池田小学校」を削り、「同 第三中学校」を「大田市立第三中学校」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（管理職手当に関する経過措置）

２ この規則の施行の日（以下この項において「施行日」という。）の前日において、この規則による改正前の市町村立

学校の教職員の給与に関する規則別表第９の４又は別表第９の５に掲げられている学校に在職し管理職手当の支給を受

けていた教育職員で施行日以降この規則による改正後の市町村立学校の教職員の給与に関する規則（以下この項におい

て「改正後の規則」という。）別表第９の４又は別表第９の５に掲げられなくなる学校に引き続き在職するものの管理

職手当の区分については、当該教育職員が当該学校に在職する間、改正後の規則別表第９の４又は別表第９の５にかか

わらず、なお従前の例による。

島根県教育庁等組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

島根県教育委員会規則第９号

島根県教育庁等組織規則の一部を改正する規則

島根県教育庁等組織規則（昭和43年島根県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「グループ」を「係」に改める。

第７条総務課の項第11号中「経理」を「管理」に改め、同条学校企画課の項第６号中「及び免許講習」を削り、同条文

化財課の項第９号及び第10号中「。（古代文化センター）」を「（古代文化センター）。」に改める。

第８条（見出しを含む。）中「グループ」を「係」に改める。

「

第９条第１項の表中 を
グループリーダー 上司の命を受け、グループ内の事務を処理し、所属職員

を指揮監督する。

」

「

課長補佐 課長を補佐する。

係長 上司の命を受け、係内の事務を処理し、所属職員を指揮 に改め、同条第２項の表中

監督する。

」

「

を
主幹 上司の命を受け、課の特定の事務を掌理する。

企画員

」

「

主幹 上司の命を受け、課の特定の事務を掌理する。 に改める。

」

第14条第２項の表を次のように改める。

職 職務

調整監 上司の命を受け、所の特定事務を掌理する。
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企画幹 上司の命を受け、所の事務のうち、特定事務を掌理する。

主幹 上司の命を受け、特定の事務を処理する。

第14条の６第２項の表を次のように改める。

職 職務

調整監 上司の命を受け、所の特定事務を掌理する。

企画幹 上司の命を受け、所の事務のうち、特定事務を掌理する。

主幹 上司の命を受け、特定の事務を処理する。

係長 上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第18条の３の表東部社会教育研修センターの項中「研修調査課」を「研修調査スタッフ」に改める。

第30条第３項の表を次のように改める。

機関 職 職務

教育機関 調整監 上司の命を受け、特定の事務又は業務を掌理する。

課長 上司の命を受け、教育機関の事務のうち、特定事務を掌理する。

企画幹

主幹 上司の命を受け、自ら専門的業務をつかさどる。

係長 上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第31条の表島根県立古代出雲歴史博物館協議会の項中「第20条第２項」を「第23条第２項」に改める。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

島根県立高等学校通信教育規程の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 健 二

島根県教育委員会規則第10号

島根県立高等学校通信教育規程の一部を改正する規則

島根県立高等学校通信教育規程（昭和32年島根県規則第４号）の一部を次のように改正する。

第３条の見出しを「（各教科に属する科目等）」に改め、同条第１項中「教科、科目及びその」を「各教科に属する科

目（以下「各教科・科目」という。）及び総合的な探究の時間並びにこれらの」に改め、同条第２項中「教科、科目」を

「各教科・科目、総合的な探究の時間」に改める。

第５条の見出し並びに同条第１項及び第２項中「教科、科目」を「各教科・科目及び総合的な探究の時間」に改める。

第８条第３項中「あたって」を「当たって」に改める。

第９条中「教科又は科目」を「各教科・科目」に改める。

第11条第２項中「による指導等」を「その他の多様なメディアを利用した指導等」に改め、同条の次に次の１条を加え

る。

（通信教育実施計画）

校長は、通信教育の実施に当たって、次に掲げる事項を記載した教育計画（第40条において「通信教育実施第11条の２

計画」という。）を作成し、生徒に対して、あらかじめ明示するものとする。

 通信教育を実施する各教科・科目、総合的な探究の時間及び特別活動の名称及び目標に関すること。

 通信教育を実施する各教科・科目、総合的な探究の時間及び特別活動ごとの通信教育の方法及び内容並びに１年間

の通信教育の計画に関すること。

 通信教育を実施する各教科・科目、総合的な探究の時間及び特別活動ごとの学習の成果に係る評価及び単位の修得
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の認定に当たっての基準に関すること。

第12条中「教科、科目」を「各教科・科目及び総合的な探究の時間」に改める。

第13条中「教科、科目」を「各教科・科目、総合的な探究の時間」に改め、同条に次の１項を加える。

４ 面接指導は少人数で行うことを基本とし、同時に面接指導を受ける生徒数は40人を超えてはならない。

第17条第１項及び第２項、第18条の３並びに第26条中「教科、科目」を「各教科・科目及び総合的な探究の時間」に改

める。

第33条第２号中「教科・科目」を「各教科・科目又は総合的な探究の時間」に改める。

第37条第１項から第３項までの規定中「教科・科目」を「各教科・科目及び総合的な探究の時間」に改める。

第37条の３第２項中「あたって」を「当たって」に改める。

第38条の見出しを「（協力校）」に改め、同条第１項中「実施校」を「面接指導等実施施設、実施校」に改め、「以

下」の次に「この条において」を加え、「をおく」を「でなければならない」に改め、同条第３項中「に、講師」を「の

教諭等」に改め、同条第４項中「講師」を「教諭等」に改め、同条を第38条の２とし、同条の次に次の１条を加える。

（通信教育連携協力施設における連携協力の状況の評価）

実施校は、通信教育連携協力施設ごとに、当該通信教育連携協力施設における連携協力に係る活動の状況に第38条の３

ついて評価を行い、その結果を公表するものとする。

２ 実施校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該通信教育連携協力施設において通信教育を受ける生徒の保護

者その他の当該通信教育連携協力施設の関係者（当該実施校及び当該通信教育連携協力施設の職員を除く。）による評

価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

３ 実施校は、第１項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告

するとともに、これらの結果に基づき、当該通信教育連携協力施設における連携協力に係る活動の改善を図るため必要

な措置を講ずるものとする。

第37条の３の次に次の１条を加える。

（通信教育連携協力施設）

実施校の行う通信教育について連携協力を行う次に掲げる通信教育連携協力施設をおく。第38条

 面接指導又は試験等の実施について連携協力を行う施設（第３項及び次条において「面接指導等実施施設」とい

う。）

 生徒の進路選択及び心身の健康等に係る相談、添削指導に附帯する事務の実施その他の学習活動等の支援について

連携協力を行う施設であって、面接指導等実施施設以外のもののうち設置者が必要と認める施設（第４項において

「学習等支援施設」という。）

２ 通信教育連携協力施設ごとの定員は別に定める。

３ 面接指導等実施施設の編制、施設及び設備は、当該面接指導等実施施設に係る学校又は施設の種類、連携協力の内容

及びその定員その他の事情を勘案し、面接指導又は試験等の実施について適切に連携協力を行うことができるものでな

ければならない。

４ 学習等支援施設の施設及び設備等は、教育上及び安全上支障がないものでなければならない。

第39条中「教科、科目」を「各教科・科目及び総合的な探究の時間」に改める。

第40条を第41条とし、第39条の次に次の１条を加える。

（情報の公表）

実施校は、次に掲げる教育活動等の状況（第４号から第９号までに掲げる事項にあっては、通信教育連携協力施第40条

設ごとの当該教育活動等の状況を含む。）についての情報を公表するものとする。

 学科の組織並びに学科及び通信教育連携協力施設ごとの定員に関すること。

 通信教育を行う区域に関すること。

 通信教育連携協力施設ごとの名称及び位置に関すること。
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 教員及び職員の数その他教職員組織に関すること。

 入学、退学、転学、休学及び卒業に関すること（入学者の数、在籍する生徒の数、退学若しくは転学又は卒業した

者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況を含む。）。

 通信教育実施計画に関すること。

 校地、校舎等の施設及び設備その他の生徒の教育環境に関すること。

 授業料、入学料その他の費用徴収に関すること。

 生徒の学習活動、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。

２ 前項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知

を図ることができる方法によって行うものとする。

様式第１号中「学習」を「探求」に改める。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

島根県立学校教育職員の評価に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

島根県教育委員会規則第11号

島根県立学校教育職員の評価に関する規則の一部を改正する規則

島根県立学校教育職員の評価に関する規則（平成18年島根県教育委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

島根県市町村立学校教職員の評価に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

島根県教育委員会規則第12号

島根県市町村立学校教職員の評価に関する規則の一部を改正する規則

島根県市町村立学校教職員の評価に関する規則（平成18年島根県教育委員会規則第14号）の一部を次のように改正す

る。

第１条中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

指導が不適切である教員への対応に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

島根県教育委員会規則第13号
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指導が不適切である教員への対応に関する規則の一部を改正する規則

指導が不適切である教員への対応に関する規則（平成20年島根県教育委員会規則第12号）の一部を次のように改正す

る。

第２条第１項中「再任用職員、」を削る。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

教員免許更新制に関する規則を廃止する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

島根県教育委員会規則第14号

教員免許更新制に関する規則を廃止する規則

教員免許更新制に関する規則（平成21年島根県教育委員会規則第13号）は、廃止する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

市町村立学校の会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

島根県教育委員会規則第15号

市町村立学校の会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

市町村立学校の会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する規則（令和元年島根県教育委員会規則

第４号）の一部を次のように改正する。

第11条第１項中「、任期を更新したことにより」を削り、「、更新前の任期と更新後の任期の定めを通算した期間が６

月以上に至った」を「条例の適用を受ける会計年度任用職員の職（任期の定めが１月以上のものに限る。）に任用されて

いる教職員のうち、次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。

 条例又は島根県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年島根県条例第59号）若しくは島根県病院

局職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成19年島根県条例第29号）の適用を受ける会計年度任用職員（次号及

び次項並びに第13条第２項及び第３項において「条例等適用会計年度任用職員」という。）の職（任期の定めが１月

以上の職であって任期を通じた１週間当たりの勤務時間数が15時間30分以上であるものに限る。）に在職した期間

が、基準日において連続して６月以上に至っている教職員

 条例等適用会計年度任用職員の職（任期の定めが１月以上の職であって任期を通じた１週間当たりの勤務時間数が

15時間30分以上であるものに限る。）に基準日の前日まで連続して在職した期間がある教職員であって、当該連続し

て在職した期間に基準日から基準日に任用されている職の任期が終了する日までの期間を加えた期間が、基準日にお

いて６月以上に至っているもの（前号に掲げる教職員を除く。）

第11条第５項第１号中「第２項各号」を「第５項各号」に改め、同項を同条第８項とし、同条第４項中「前項」を「第

１項から第３項まで及び前項並びに第13条第１項第１号、第２項及び第３項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第３

項を同条第６項とし、同条第２項を同条第５項とし、同条第１項の次に次の３項を加える。

２ 教職員は、県教育委員会が定めるところにより、基準日に在職する職以外の条例等適用会計年度任用職員の職（任期
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の定めが１月以上の職であって任期を通じた１週間当たりの勤務時間数が15時間30分以上であるものに限る。）に在職

した期間を申告しなければならない。この場合において、県教育委員会は、当該申告がなかった期間を前項各号の在職

期間に含めないことができる。

３ 複数年度にわたり連続して休業した者が属する公署において、当該休業した者の業務を処理するため、当該休業した

者の休業期間を任期の限度として複数年度にわたり１月以上の期間連続して任用された教職員（この項及び第13条第３

項において「複数年度代替職員」という。）に対する前２項の規定の適用については、第１項各号及び前項中「任期の

定めが１月以上の職であって任期を通じた１週間当たりの勤務時間数が15時間30分以上であるもの」とあるのは、「任

期の定めが１月以上の職であって任期を通じた１週間当たりの勤務時間数が15時間30分以上であるもの（複数年度代替

職員として在職した期間については任期を通じた１週間当たりの勤務時間数が15時間30分以上である職）」とする。

４ 条例第５条第１項後段に規定する退職し、又は死亡した教職員に対する第１項及び第２項（前項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、第１項中「同項に規定する基準日（以下「基準日」とい

う。）」とあり、並びに同項各号及び第２項中「基準日」とあるのは、「退職し、又は死亡した日」とする。

第13条第１項中「同一の職に在職した期間のほか、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間」を

「次に掲げる期間（同一の期間内に２以上の職に在職した期間については、これらの職に在職した期間のうち一の期

間）」に改め、同項各号を次のように改める。

 任期の定めが１月以上の職であって任期を通じた１週間当たりの勤務時間数が15時間30分以上である条例等適用会

計年度任用職員の職に在職した期間

 職員の給与に関する条例（昭和26年島根県条例第１号）、県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和29年島根

県条例第６号）、給与条例、島根県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例又は島根県病院局職員の給与の種

類及び基準に関する条例の適用を受ける常勤職員又は法第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員と

して在職した期間

第13条第２項第１号中「第11条第２項第２号」を「第11条第５項第２号」に改め、同項第４号中「前項第３号」を「第

１項第２号」に、「第７号」を「第８号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。

２ 教職員は、県教育委員会が定めるところにより、基準日に在職する職以外の条例等適用会計年度任用職員の職（任期

の定めが１月以上の職であって任期を通じた１週間当たりの勤務時間数が15時間30分以上であるものに限る。）に在職

した期間及び前項第２号に規定する在職期間を申告しなければならない。この場合において、県教育委員会は、当該申

告がなかった期間を前項各号の在職期間に含めないことができる。

３ 複数年度代替職員に対する前２項の規定の適用については、第１項第１号中「任期の定めが１月以上の職であって任

期を通じた１週間当たりの勤務時間数が15時間30分以上である条例等適用会計年度任用職員の職」とあるのは「任期の

定めが１月以上の職であって任期を通じた１週間当たりの勤務時間数が15時間30分以上である条例等適用会計年度任用

職員の職（複数年度代替職員として在職した期間については任期を通じた１週間当たりの勤務時間数が15時間30分以上

の条例等適用会計年度任用職員の職）」と、前項中「任期の定めが１月以上の職であって任期を通じた１週間当たりの

勤務時間数が15時間30分以上であるもの」とあるのは「任期の定めが１月以上の職であって任期を通じた１週間当たり

の勤務時間数が15時間30分以上であるもの（複数年度代替職員として在職した期間については任期を通じた１週間当た

りの勤務時間数が15時間30分以上である職）」とする。

第14条第１項中「掲げる」の次に「基準日に在職する職の」を加え、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前

項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項第１号又は第３号の規定の適用に当たっては、基準日に在職する職及び前条第１項（同条第３項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定により在職期間を通算された職であって基準日に在職する職と報酬の基準が同

一のもの以外の職に係る在職期間並びに勤務日の日数及び正規の勤務時間数は含めずに同項第１号又は第３号の規定に

よる算出を行うものとする。

附 則

9



号外第52号 島 根 県 報 令和５年３月31日

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

（市町村立学校の会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改

正）

２ 市町村立学校の会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する規則の一部を改正する規則（令和４

年島根県教育委員会規則第19号）の一部を次のように改める。

第13条第１項第３号の改正規定及び附則ただし書を削る。

博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

島根県教育委員会規則第16号

博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則

博物館の登録に関する規則（昭和27年島根県教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

博物館の登録等に関する規則

第１条の見出しを「（登録申請書）」に改め、同条中「第10条の規定による登録を受けようとする者は、別記第１号様

式による登録申請書を島根県教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提出しなければならない」を「第12条第１項

の登録申請書は、博物館登録申請書（第１号様式）とする」に改める。

第２条から第５条までを次のように改める。

（登録の審査）

法第13条第１項第３号から第５号までに規定する島根県教育委員会（以下「教育委員会」という。）の定める基第２条

準は、同条第２項に規定する文部科学省令の定めるところによる。

（博物館登録原簿）

法第14条第１項の博物館登録原簿は、第２号様式とする。第３条

（変更の届出）

法第15条第１項の規定による変更の届出は、博物館登録申請書変更届（第３号様式）によらなければならない。第４条

（運営状況の報告）

法第16条の規定による報告は、博物館運営状況報告書（第４号様式）によらなければならない。第５条

２ 法第12条第２項に規定する添付書類の記載事項について重要な変更があったときは、前項の博物館運営状況報告書に

その旨を記載しなければならない。

第６条中「博物館の設置者は、博物館を廃止したときは」を「法第20条第１項の規定による博物館の廃止の届出は」

に、「別記第４号様式により教育委員会に届け出」を「博物館廃止届（第５号様式）により行わ」に改める。

第７条の見出し中「公示」を「公表」に改め、同条中「公示しなければならない」を「インターネットの利用及び島根

県報に登載する方法により公表するものとする」に改め、同条第１号中「第12条」を「第14条」に改め、同条第２号中

「第13条第２項」を「第15条第２項」に改め、同条第３号中「第14条第１項」を「第19条第１項」に、「取消」を「取消

し」に改め、同条第４号中「第15条第２項」を「第20条第２項」に改め、同条に次の１号を加える。

 法第31条第１項の規定による指定又は同条第２項の規定による指定の取消しをしたとき。

第７条の次に次の１条を加える。

（博物館に相当する施設の指定の審査）

博物館法施行規則（昭和30年文部省令第24号）第24条第１項第２号から第４号までに規定する教育委員会の定め第８条
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る基準は、同令第19条から第21条までに定めるところによる。

第１号様式を次のように改める。
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（第１条関係）第１号様式

年 月 日

島根県教育委員会 様

設置者 氏 名

博 物 館 登 録 申 請 書

博物館法第11条の規定による登録を受けたいので、同法第12条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり

申請します。

記

事 項 記 載 欄

設 置 者 の 名 称

設 置 者 の 住 所

博 物 館 の 名 称

博 物 館 の 所 在 地

添 付 書 類

館 則 の 名 称

博物館法第13条第１項

各号に掲げる基準に適

合していることを証す

る書類

12
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第３号様式を次のように改める。
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（第４条関係）第３号様式

年 月 日

島根県教育委員会 様

設置者 氏 名

博 物 館 登 録 申 請 書 変 更 届

博物館法第15条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

変 更 事 項 の 内 容

変 更 の 理 由

変 更 事 項
変 更

年 月 日
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第４号様式中「番 号」を削り、「第15条第１項」を「第20条第１項」に改め、同様式を第５号様式とする。

第３号様式の次に次のように加える。
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（第５条関係）第４号様式

年 月 日

島根県教育委員会 様

設置者 氏 名

博 物 館 運 営 状 況 報 告 書

博物館法第16条の規定により、関係書類を添えて報告します。

記

１ 運営状況

備考 運営状況に関する資料を別に添付してもよい。

２ 登録申請書の添付書類の記載事項の変更

変 更 事 項 の 内 容

記 載 事 項 変 更 の 理 由

変 更 事 項
変 更

年 月 日
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附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

教 育 委 員 会 訓 令

島根県教育委員会訓令第２号

本 庁

教 育 事 務 所

埋蔵文化財調査センター

教 育 機 関

島根県教育庁等組織規則施行規程（昭和43年島根県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

第１条中「各グループ」を「各係」に改める。

附 則

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

島根県教育委員会訓令第３号

本 庁

教 育 事 務 所

埋蔵文化財調査センター

教 育 機 関

県 立 学 校

職員の任免発令式（昭和61年島根県教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

別表第１のⅠの１の 中「○○グループリーダー」を「○○課課長補佐」に改め、同表のⅠの２の 中「○○グループ

リーダー」を「○○課課長補佐」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「。以下「法」

という。）第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める」を「）第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定

により採用された」に、「「に補する」を「、「に補する」に、「し、再任用職員（法第28条の４第１項、第28条の５第

１項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員をいう。）については」を「、」に改め、同表の

Ⅰの３の 中「場合」の次に「（ の場合を除く。）」を加え、同表のⅠの３中 を とし、 の次に次のように加え

る。

 管理監督職勤務上限年齢に達したことにより降任させる場合（異動期間延長が終了した場合を含む。）

島根県教育委員会事務局○○職員

氏 名

地方公務員法第28条の２第１項本文の規定により降任する

○○に補する

○○職○級とする

○号給を給する
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○○課（○○○）勤務を命ずる

（注） 勤務所に異動のないときは、省略する。

 特定管理監督職群の他の管理監督職に降任させる場合

島根県教育委員会事務局○○職員

氏 名

地方公務員法第28条の５第３項の規定により降任する

○○に補する

○○職○級とする

○号給を給する

○○課（○○○）勤務を命ずる

（注） 勤務所に異動のないときは、省略する。

別表第１のⅠの３の２及び５中「○○グループリーダー」を「○○課課長補佐」に改め、同表のⅠの６中「再任用」を

「定年前再任用」に改め、同表のⅠの13の 中「のイ」を削り、同表のⅠの14の次に次のように加える。

14の２ 異動期間延長

 異動期間を延長する場合

島根県教育委員会事務局○○職員

氏 名

地方公務員法第28条の５第○項の規定により 年 月 日まで異動期間を延長する

 異動期間の期限を繰り上げる場合

島根県教育委員会事務局○○職員

氏 名

異動期間の期限を 年 月 日に繰り上げる

 異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

島根県教育委員会事務局○○職員

氏 名

異動期間を延長されていない職員となった

別表第１のⅠの15中「15 再任用」を「15 定年前再任用」に改め、同表のⅠの15の 中「再任用」を「定年前再任用

短時間勤務職員として任用」に、「○○グループリーダー」を「○○課課長補佐」に改め、同表のⅠの15の 及び を削

り、同表のⅠの15の 中「再任用」を「定年前再任用」に改め、同表のⅠの15中 を とし、同表のⅠの15の２の 中

「○○グループリーダー」を「○○課課長補佐」に改め、同表のⅠの20の 中「再任用の任期の満了による」を「定年前

再任用短時間勤務の任期の満了による」に、「再任用の任期の満了により」を「定年前再任用の任期の満了により」に改

める。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

（暫定再任用職員に関する経過措置）

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年島根県

条例第30号）附則第６項、第７項又は第11項から第16項までの規定により採用された職員をいう。以下この項において

同じ。）の任免発令の様式については、次のとおりとする。

 暫定再任用する場合

ア 役付職員の場合

氏 名
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島根県教育委員会事務局事務（技術）職員に任命する

○○課長（○○○長）に補する

（○○課課長補佐（○○○○○○長）に補する）

○○職○級とする

任期は 年 月 日までとする

（注） 暫定再任用短時間勤務職員（暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものをいう。）については「に

補する」とあるのは「（週○○時間勤務）に補する」とする。イにおいて同じ。

イ 一般職員の場合

氏 名

島根県教育委員会事務局事務（技術）職員に任命する

○○に補する

○○職○級とする

○○課（○○○）勤務を命ずる

任期は 年 月 日までとする

 任期を更新する場合

島根県教育委員会事務局○○職員

氏 名

暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する

 暫定再任用職員の１週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合

島根県教育委員会事務局○○職員

氏 名

１週間当たりの通常の勤務時間を○○時間に変更する

 任期の満了により退職する場合

島根県教育委員会事務局○○職員

氏 名

暫定再任用の任期の満了により退職した

島根県教育委員会訓令第４号

本 庁

教 育 事 務 所

埋蔵文化財調査センター

教 育 機 関

県 立 学 校

島根県教育庁等公印規程（平成23年島根県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

別表第２第２号中「、有効期間更新証明書、有効期間延長証明書、更新講習修了確認証明書、教育職員免許法及び教育

公務員特例法の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）附則第二条第三項第三号の確認証明書、修了確認期限延期証

明書及び免許状更新講習免除証明書」を削り、同表中第10号及び第11号を削り、第12号を第10号とし、第13号を第11号と

する。

附 則
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この訓令は、令和５年３月31日から施行する。

島根県教育委員会訓令第５号

本 庁

教育事務所

県 立 学 校

教育職員の任免発令式（昭和61年島根県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

第２項第１号中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。

別表第１（その１）の３の 中「場合」の次に「（ の場合を除く。）」を加え、同表の３中 を とし、 の次に次

のように加える。

 管理監督職勤務上限年齢に達したことにより降任させる場合（異動期間延長が終了した場合を含む。）

職 名 氏 名

地方公務員法第28条の２第１項本文の規定により降任する

島根県公立学校教員に任命する

島根県立○○高等学校○○に補する

高等学校等教育職○級とする

○号給を給する

 特定管理監督職群の他の管理監督職に降任させる場合

職 名 氏 名

地方公務員法第28条の５第３項の規定により降任する

島根県公立学校○○に任命する

島根県立○○高等学校○○に補する

高等学校等教育職○級とする

○号給を給する

別表第１（その１）の５中「、」を削り、「再任用」を「定年前再任用」に改め、同表の21の次に次のように加える。

21の２ 異動期間延長

 異動期間を延長する場合

職 名 氏 名

地方公務員法第28条の５第○項の規定により ○○年○○月○○日まで異動期間を延長する

 異動期間の期限を繰り上げる場合

職 名 氏 名

異動期間の期限を ○○年○○月○○日に繰り上げる

 異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

職 名 氏 名

異動期間を延長されていない職員となった

別表第１（その１）の22中「22 再任用」を「22 定年前再任用」に改め、同表の22の 中「再任用」を「定年前再任

用短時間勤務職員として任用」に改め、「（注） 「（週○○時間勤務）」は、再任用短時間勤務職員の場合に限る。」

を削り、同表の22の 及び を削り、同表の22の 中「再任用」を「定年前再任用」に改め、同表の22中 を とし、同

表の26の 中「再任用の任期の満了による」を「定年前再任用短時間勤務の任期の満了による」に、「再任用の任期の満
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了により」を「定年前再任用の任期の満了により」に改める。

別表第１（その２）の３の 中「場合」の次に「（ の場合を除く。）」を加え、同表の３中 を とし、 の次に次

のように加える。

 管理監督職勤務上限年齢に達したことにより降任させる場合（異動期間延長が終了した場合を含む。）

職 名 氏 名

地方公務員法第28条の２第１項本文の規定により降任する

島根県 公立学校教員に任命する
○ ○ 市

○○郡○○町（村）

島根県 立○○○学校○○に補する
○ ○ 市

○○郡○○町（村）

中学校・小学校等教育職○級とする

○号給を給する

 特定管理監督職群の他の管理監督職に降任させる場合

職 名 氏 名

地方公務員法第28条の５第３項の規定により降任する

島根県 公立学校○○に任命する
○ ○ 市

○○郡○○町（村）

島根県 立○○○学校○○に補する
○ ○ 市

○○郡○○町（村）

中学校・小学校等教育職○級とする

○号給を給する

別表第１（その２）の５の 中「、」を削り、「再任用」を「定年前再任用」に改め、同表の19の次に次のように加え

る。

19の２ 異動期間延長

 異動期間を延長する場合

職 名 氏 名

地方公務員法第28条の５第○項の規定により ○○年○○月○○日まで異動期間を延長する

 異動期間の期限を繰り上げる場合

職 名 氏 名

異動期間の期限を ○○年○○月○○日に繰り上げる

 異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

職 名 氏 名

異動期間を延長されていない職員となった

別表第１（その２）の20中「20 再任用」を「20 定年前再任用」に、同表の20の 中「再任用」を「定年前再任用短

時間勤務職員として任用」に改め、「（注） 「（週○○時間勤務）」は再任用短時間勤務職員の場合に限る。」を削

り、同表の20の 及び を削り、同表の20の 中「再任用」を「定年前再任用」に改め、同表の20中 を とし、同表の

24の 中「再任用の任期の満了による」を「定年前再任用短時間勤務の任期の満了による」に、「再任用の任期の満了に

より」を「定年前再任用の任期の満了により」に改める。

別表第２採用の項中「第28条の４第１項又は第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改め、同表解除の項中「再

任用中の職員が異動し、任期の定めのない」を「法第28条の５第１項から第４項までの規定により異動期間を延長した

後、管理監督職勤務上限年齢が職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢

に達していない」に改め、同表変更の項中「職員の定年等に関する条例」の次に「（昭和59年島根県条例第５号）」を、
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「繰り上げる場合」の次に「並びに同条例第11条に規定する異動期間の延長事由が消滅した場合において異動期間の期限

を繰り上げる場合及び職員の定年等に関する規則（令和４年島根県人事委員会規則第23号）第12条の規定により異動期間

の期限を繰り上げる場合」を加え、「第28条の４第１項又は第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に、「再任用」

を「定年前再任用」に改め、同表の勤務延長の項の次に次のように加える。

異動期間 法第28条の５第１項から第４項までの規定により異動期間を延長し、引き続き管理監督職として勤務させ

延長 る場合をいう。

別表第２再任用の項中「再任用」を「定年前再任用」に、「第28条の４第１項又は第28条の５第１項」を「第22条の４

第１項」に改め、同表退職の項中「再任用」を「定年前再任用」に改め、同表更新の項中

「

法第28条の４第２項又は第28条の５第２項の規定により再任用の任期を更新する場合をいう。 を削る。

」

別表第３採用の項中「第28条の４第１項又は第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改め、同表解除の項中「再

任用中の職員が異動し、任期の定めのない」を「法第28条の５第１項から第４項までの規定により異動期間を延長した

後、管理監督職勤務上限年齢が職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢

に達していない」に改め、同表変更の項中「繰り上げる場合」の次に「並びに同条例第11条に規定する異動期間の延長事

由が消滅した場合において異動期間の期限を繰り上げる場合及び職員の定年等に関する規則第12条の規定により異動期間

の期限を繰り上げる場合」を加え、「第28条の４第１項又は第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に、「再任

用」を「定年前再任用」に改め、同表の勤務延長の項の次に次のように加える。

異動期間 法第28条の５第１項から第４項までの規定により異動期間を延長し、引き続き管理監督職として勤務させ

延長 る場合をいう。

別表第３再任用の項中「再任用」を「定年前再任用」に、「第28条の４第１項又は第28条の５第１項」を「第22条の４

第１項」に改め、同表退職の項中「再任用」を「定年前再任用」に改め、同表更新の項中

「

法第28条の４第２項又は第28条の５第２項の規定により再任用の任期を更新する場合をいう。 を削る。

」

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

（暫定再任用教育職員に関する経過措置）

２ 暫定再任用教育職員（地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年島

根県条例第30号）附則第６項、第７項、第13項又は第14項の規定により採用された教育職員をいう。以下この項におい

て同じ。）の任免発令の様式については、以下のとおりとする。

 県立学校教育職員

ア 暫定再任用する場合

職 名 氏 名

島根県公立学校○○に任命する

島根県立○○高等学校○○に補する（週○○時間勤務）

高等学校等教育職○級とする

任期は ○○年○月○○日までとする

（注）１ 特別支援学校の教育職員については「○○高等学校」を「盲学校」、「○○ろう学校」又は「○○養

護学校」とすること。

２ 「（週○○時間勤務）」は、暫定再任用短時間勤務教育職員（暫定再任用教育職員で短時間勤務の職

22



号外第52号 島 根 県 報 令和５年３月31日

を占めるものをいう。 アにおいて同じ。）の場合に限る。

イ 任期を更新する場合

職 名 氏 名

暫定再任用の任期を ○○年○月○○日まで更新する

ウ 暫定再任用教育職員の１週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合

職 名 氏 名

１週間当たりの通常の勤務時間を○○時間に変更する

エ 任期の満了により退職する場合

職 名 氏 名

暫定再任用の任期の満了により退職した

 市町村立学校教育職員

ア 暫定再任用する場合

職 名 氏 名

島根県 公立学校○○に任命する
○ ○ 市

○○郡○○町（村）

島根県 立○○○学校○○に補する（週○○時間勤務）
○ ○ 市

○○郡○○町（村）

中学校・小学校等教育職○級とする

任期は ○○年○月○○日までとする

（注） 「（週○○時間勤務）」は、暫定再任用短時間勤務教育職員の場合に限る。

イ 任期を更新する場合

職 名 氏 名

暫定再任用の任期を ○○年○月○○日まで更新する

ウ 暫定再任用教育職員の１週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合

職 名 氏 名

１週間当たりの通常の勤務時間を○○時間に変更する

エ 任期の満了により退職する場合

職 名 氏 名

暫定再任用の任期の満了により退職した

教 育 長 訓 令

島根県教育委員会教育長訓令第１号

本 庁

出先機関

県立学校

教育事務決裁規程（昭和45年島根県教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。

令和５年３月31日

島根県教育委員会教育長 野 津 建 二

第２条第14号中「グループリーダー」を「課長補佐」に改め、同条中第21号を第22号とし、第16号から第20号までを１

号ずつ繰り下げ、第15号の次に次の１号を加える。
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 係長 組織規則第９条第１項に規定する係長をいう。

第５条見出し中「グループリーダー等」を「課長補佐等及び係長」に改め、同条第１項中「グループリーダー」を「課

長補佐」に改め、「という。）」の次に「並びに係長」を、「別表第３」の次に「の課長補佐等専決事項、係長（職員の

給与に関する条例（昭和26年島根県条例第１号）第３条第１項第１号に規定する行政職給料表の職務の級４級及び同項第

４号に規定する研究職給料表の職務の級３級に属する係長並びに同項第５号ウに規定する医療職給料表 の職務の級４級

に属する係長（困難な業務を所掌する係長に限る。）に限る。）専決事項及び係長（中欄に規定する係長を除く。）専決

事項の欄」を加え、同条第２項中「グループリーダーが専決することができる事項」を「別表第３の中欄の係長専決事項

（第９号から第16号までを除く。）」に、「当該グループ」を「当該係」に、「サブリーダー」を「主幹」に改め、同項

後段を削る。

第８条第２項中「できる事項」の次に「（別表第３の中欄の係長専決事項（第９号から第16号までに掲げる事項に相当

するものを除く。）」を加え、同項後段を削る。

第12条の表課長の項中「グループリーダー」を「課長補佐」に改める。

第16条の表グループリーダー等の項中「グループリーダー」を「課長補佐」に改め、同項の次に次のように加える。

係長 １ 課長補佐

別表第１中15の項教育長決裁事項の欄第１号中「場合」の次に「（委託等に係るものを除く。）」を加え、同号を同欄

第２号とし、同号の前に次の１号を加える。

１ １件70,000,000円以上の委託を決定する

こと。

別表第３を次のように改める。

（第５条関係）別表第３

課長補佐等専決事項・係長専決事項

課長補佐等専決事項 係長（職員の給与に関する条例（昭 係長（中欄に規定する係長を除

和26年島根県条例第１号）第３条第 く。）専決事項

１項第１号に規定する行政職給料表

の職務の級４級及び同項第４号に規

定する研究職給料表の職務の級３級

に属する係長並びに同項第５号ウに

規定する医療職給料表 の職務の級

４級に属する係長（困難な業務を所

掌する係長に限る。）に限る。）専

決事項

１ 軽易又は定例的な資料、刊行物 １ 軽易又は定例的な資料、刊行物 １ 軽易又は定例的な資料、刊行物

等を作成し、収集し、又は配布す 等を作成し、収集し、又は配布す 等を作成し、収集し、又は配布す

ること。 ること。 ること。

２ 軽易又は定例的な通達、通知、 ２ 軽易又は定例的な通達、通知、 ２ 軽易又は定例的な通達、通知、

進達、報告等を行うこと。 進達、報告等を行うこと。 進達、報告等を行うこと。

３ 軽易又は定例的な照会及び回答 ３ 軽易又は定例的な照会及び回答 ３ 軽易又は定例的な照会及び回答

を行うこと。 を行うこと。 を行うこと。

４ 軽易又は定例的な届出書、報告 ４ 軽易又は定例的な届出書、報告 ４ 軽易又は定例的な届出書、報告

書等を受理すること。 書等を受理すること。 書等を受理すること。

５ 軽易又は定例的な事項の証明を ５ 軽易又は定例的な事項の証明を ５ 軽易又は定例的な事項の証明を

行うこと。 行うこと。 行うこと。

号外第52号 島 根 県 報 令和５年３月31日
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６ 許可書、免許書、証明書等の再 ６ 許可書、免許書、証明書等の再 ６ 許可書、免許書、証明書等の再

交付又は書換え交付を行うこと。 交付又は書換え交付を行うこと。 交付又は書換え交付を行うこと。

７ 台帳、図書等を閲覧させるこ ７ 台帳、図書等を閲覧させるこ ７ 台帳、図書等を閲覧させるこ

と。 と。 と。

８ その他前各号に準ずる軽易又は ８ その他前各号に準ずる軽易又は ８ その他前各号に準ずる軽易又は

定例的な事務を処理すること。 定例的な事務を処理すること。 定例的な事務を処理すること。

９ 予算を令達し、及び配当替えを ９ 予算を令達し、及び配当替えを ９ 予算を令達し、及び配当替えを

行うこと。 行うこと。 行うこと。

10 １件3,000,000円未満の物品を購 10 １件100,000円未満の物品を購入 10 １件100,000円未満の物品を購入

入し、又は請負等を決定すること し、又は請負等を決定すること及 し、又は請負等を決定すること及

及びこれらに伴う契約に関するこ びこれらに伴う契約に関するこ びこれらに伴う契約に関するこ

と。 と。 と。

11 １件100,000円未満の物件等の借 11 １件100,000円未満の物件等の借 11 １件100,000円未満の物件等の借

入れを決定すること。 入れを決定すること。 入れを決定すること。

12 出納機関に対し、支出負担行為 12 出納機関に対し、支出負担行為 12 出納機関に対し、支出負担行為

の確認を求め、及び支出の命令を の確認を求め、及び支出の命令を の確認を求め、及び支出の命令を

すること（島根県会計規則（昭和3 すること（島根県会計規則第２条 すること（島根県会計規則第２条

9年島根県規則第22号）第２条第11 第11号に規定する財務会計システ 第11号に規定する財務会計システ

号に規定する財務会計システムの ムの電子決裁を使用して行うもの ムの電子決裁を使用して行うもの

電子決裁を使用して行うものに限 に限る。）。 に限る。）。

る。）。

13 １件3,000,000円未満の収入の調 13 １件100,000円未満の収入の調定 13 １件100,000円未満の収入の調定

定及び納入の通知をすること並び 及び納入の通知をすること並びに 及び納入の通知をすること並びに

に出納機関に対し当該収入の調定 出納機関に対し当該収入の調定に 出納機関に対し当該収入の調定に

について通知すること。 ついて通知すること。 ついて通知すること。

14 職員（第２条第４号から第15号 14 職員（第２条第４号から第16号 14 前各号に定めるもののほか、あ

までに規定する職員を除く。次号 までに規定する職員を除く。次号 らかじめ課長が指定した事項であ

及び第16号において同じ。）の旅 及び第16号において同じ。）の旅 って、教育長に届け出た事項

行を命じ、及び復命を受けるこ 行を命じ、及び復命を受けるこ

と。 と。

15 職員の休暇を承認し、欠勤届を 15 職員の休暇を承認し、欠勤届を

受理し、職務に専念する義務を免 受理し、職務に専念する義務を免

除し、勤務時間の割振り（定年前 除し、勤務時間の割振り（定年前

再任用短時間勤務職員及び会計年 再任用短時間勤務職員及び会計年

度任用職員に係るものに限る。） 度任用職員に係るものに限る。）

をし、勤務時間の割振りを変更 をし、勤務時間の割振りを変更

し、部分休業を承認し、又は特別 し、部分休業を承認し、又は特別

の勤務に従事する職員の週休日及 の勤務に従事する職員の週休日及

び勤務時間の割振りを行うこと。 び勤務時間の割振りを行うこと。

16 職員の休日及び時間外の勤務を 16 職員の休日及び時間外の勤務を

命じ、又は代休日及び時間外勤務 命じ、又は代休日及び時間外勤務

代休時間を指定すること。 代休時間を指定すること。
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17 前各号に定めるもののほか、あ 17 前各号に定めるもののほか、あ

らかじめ課長が指定した事項であ らかじめ課長が指定した事項であ

って、教育長に届け出た事項 って、教育長に届け出た事項

備考 この表の左欄に掲げる事項と同表の中欄又は右欄に掲げる事項とが競合している場合は、同表の中欄又は右欄に

掲げるところによる。

別表第５第14号中「島根県個人情報保護条例（平成14年島根県条例第７号）」を「個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律第57号）」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置）（

２ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例（令和

４年島根県条例第30号）附則第31項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。）は、定年前再任用短時間勤務職員

とみなして、この訓令による改正後の の規定を適用する。教育事務決裁規程別表第３左欄第15号及び中欄第15号

正 誤

令和４年10月25日付け島根県報第357号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

ページ 行 誤 正

９ 上から18 職員 教職員
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